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令和５年第１回豊頃町議会臨時会会議録 
令和５年５月１０日（水曜日） 

 

◎議事日程 

日 程 第  １    仮議席の指定 

日 程 第  ２  選 挙 第 １ 号  議長の選挙 

追加日程第  １    会議録署名議員の指名 

追加日程第  ２    会期の決定 

追加日程第  ３  選 挙 第 ２ 号  副議長の選挙 

追加日程第  ４    議席の指定 

追加日程第  ５    常任委員の選任 

追加日程第  ６    議会運営委員の選任 

追加日程第６の２    議会広報特別委員会設置に関する決議 

追加日程第  ７  選 挙 第 ３ 号  とかち広域消防事務組合議会議員の選挙 

追加日程第  ８  選 挙 第 ４ 号  十勝圏複合事務組合議会議員の選挙 

追加日程第  ９  同意案第２号  豊頃町監査委員の選任 

追加日程第 １０  承 認 第 ３ 号  
専決処分の承認 

（令和４年度豊頃町一般会計補正予算（第１０号）） 

追加日程第 １１  議案第２６号  損害賠償額の決定 

追加日程第 １２  議案第２３号  令和５年度豊頃町一般会計補正予算（第１号） 

追加日程第 １３  議案第２４号  豊頃町税条例の一部改正 

追加日程第 １４  議案第２５号  豊頃町国民健康保険税条例の一部改正 

追加日程第 １５  議案第２７号  
工事請負契約の締結 

（豊頃小学校改修工事（建築主体工事）） 

追加日程第 １６  議案第２８号  
工事請負契約の締結 

（豊頃小学校改修工事（電気設備工事）） 

追加日程第 １７  議案第２９号  
工事請負契約の締結 

（豊頃小学校改修工事（機械設備工事）） 

追加日程第 １８    議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の申し出 

 

◎出席議員（９名） 

   １番 小笠原 玄 記 君     ２番 後 藤 孝 夫 君 

   ３番 岩 井   明 君     ４番 杉 野 好 行 君 

   ５番 藤 田 博 規 君     ６番 大 崎 英 樹 君 

   ７番 大 谷 友 則 君     ８番 坂 口 尚 示 君 

９番 中 村 純 也 君 
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◎欠席議員（０名） 

 

◎地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

 町 長  按 田  武 君 

 副 町 長  菅 原 裕 一 君 

 教 育 長  中 川 直 幸 君 

 農 業 委 員 会 長  井 下 睦 男 君 

 代 表 監 査 委 員  山 口 浩 司 君 

 総 務 課 長  熊 谷 雅 美 君 

 企 画 課 長  小 野 直 人 君 

 住 民 課 長 

会 計 管 理 者 
 加 藤 さ お り 君 

 福 祉 課 長  鏑 木 政 洋 君 

 産 業 課 長  齋 藤  学 君 

 施 設 課 長  越 谷 光 裕 君 

 農業委員会事務局長  林 谷 一 徳 君 

 教育委員会教育課長  森  直 史 君 

 消 防 署 長  江 口  孝 君 

 

◎職務のために議場に出席した者の職氏名 

 事 務 局 長  山 田 良 則 君 

 庶 務 係 主 査  手 塚 健 人 君 
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午前１０時００分 開会 

       ◎ 臨時議長の紹介 

●山田事務局長 議会事務局長の山田です。 

本臨時会は、一般選挙後、初めての議会です。 

議長が選挙されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定により出席議員の中で、

年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。 

本日、出席議員の中で最年長の議員は大崎英樹議員です。大崎議員は、議長席にお

座りください。 

 

       ◎ 臨時議長挨拶 

●大崎臨時議長 ただいま紹介されました大崎英樹です。 

地方自治法第１０７条の規定によって、議長の選挙が終わるまで、臨時に議長の職

務を行います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

       ◎ 開会宣告 

●大崎臨時議長 ただいまから、令和５年第１回豊頃町議会臨時会を開会します。 

 

       ◎ 開議宣告 

●大崎臨時議長 これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

       ◎ 仮議席の指定 

●大崎臨時議長 日程第１ 仮議席の指定を行います。 

仮議席は、ただいま御着席の議席といたします。 

 

       ◎ 選挙第１号 

●大崎臨時議長 日程第２ 選挙第１号議長の選挙を行います。 

 選挙は、投票で行います。議場の出入り口を閉めます。 

（ 議 場 閉 鎖 ） 

●大崎臨時議長 ただいまの出席議員数は９人です。 

 次に、立会人を指名いたします。 

会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に小笠原玄記議員及び後藤孝夫議

員を指名します。 

 投票用紙を配ります。 



－ 4 － 

（ 投票用紙の配付 ） 

●大崎臨時議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（ な   し ） 

●大崎臨時議長 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

（ 投票箱の点検 ） 

●大崎臨時議長 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

念のため申し上げます。投票は単記無記名です。 

事務局長が仮議席番号と氏名を呼び上げますので、投票記載所において投票用紙に

被選挙人の氏名を記載の上、順番に投票願います。 

 点呼を命じます。 

●山田事務局長 １番小笠原玄記議員。２番後藤孝夫議員。３番中村純也議員。４番

坂口尚示議員。５番岩井明議員。６番杉野好行議員。７番藤田博規議員。９番大谷友

則議員。８番大崎英樹議員。 

●大崎臨時議長 投票漏れはありませんか。 

（ な    し ） 

●大崎臨時議長 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 これから、開票を行います。 

 小笠原玄記議員及び後藤孝夫議員は、開票の立ち会いをお願いします。 

（ 小笠原玄記議員及び後藤孝夫議員が開票の立ち会いを行う ） 

（ 開    票 ） 

●大崎臨時議長 選挙の結果を報告します。 

 投票総数９票。 

 これは、先ほどの出席議員数に符合しております。 

 有効投票９票、無効投票は無しです。 

 有効投票のうち、中村純也議員７票、藤田博規議員１票、大谷友則議員１票。 

 以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は、３票です。 

 したがって、中村純也議員が、議長に当選されました。 

 議場の出入り口を開きます。 

（ 議場出入り口の開錠 ） 
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◎ 当選の告知 

●大崎臨時議長 ただいま議長に当選されました中村純也議員が、議場におられま

す。 

 会議規則第３３条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

 

◎ 議長当選の承諾及び就任の挨拶 

●大崎臨時議長 議長に当選されました中村純也議員から、発言を求められておりま

すので、これを許します。 

●中村議員 ただいま、議長選挙におきまして、豊頃町議会議長の重責をお受けする

ことになりました。 

私にとりまして、誠に光栄の至りでありますとともに、その責任の重さを痛感して

いるところであります。 

 もとより、浅学非才ではありますが、誠意を尽くして事に当たり、公正を旨として

議会の円滑なる運営を図り、執行部とともに町民の負託に応えるべく、豊頃町の発展

と豊かなまちづくりに、最善の努力をいたす所存であります。 

 ここに、議員各位の一層の御支援、御協力をお願い申し上げまして、就任の挨拶と

いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

●大崎臨時議長 これで臨時議長の職務は全て終了しました。御協力ありがとうござ

いました。中村議長は、議長席にお着き願います。 

暫時休憩します。 

（ 臨時議長は自席に戻り、議長は議長席に着席 ） 

午前１０時２２分 休憩 

午前１０時２４分 再開 

●中村議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎ 会議録署名議員の指名 

●中村議長 追加日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、小笠原玄記議員及び後藤

孝夫議員を指名します。 

 

◎ 会期の決定 

●中村議長 追加日程第２ 会期の決定の件を議題にします。 

 お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。 
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 御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、本臨時会の会期は、本日１日と決定しました。 

 

       ◎ 選挙第２号 

●中村議長 追加日程第３ 選挙第２号副議長の選挙を行います。 

 選挙は、投票で行います。議場の出入り口を閉めます。 

（ 議 場 閉 鎖 ） 

●中村議長 ただいまの出席議員数は９人です。 

 次に、立会人を指名します。 

会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に小笠原玄記議員及び後藤孝夫議

員を指名します。 

 投票用紙を配ります。 

（ 投票用紙の配付 ） 

●中村議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（ な    し ） 

●中村議長 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

（ 投票箱の点検 ） 

●中村議長 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

念のため申し上げます。投票は、単記無記名です。 

事務局長が仮議席番号と氏名を呼び上げますので、投票記載所において投票用紙に

被選挙人の氏名を記載の上、順番に投票願います。 

 点呼を命じます。 

●山田事務局長 １番小笠原玄記議員。２番後藤孝夫議員。４番坂口尚示議員。５番

岩井明議員。６番杉野好行議員。７番藤田博規議員。８番大崎英樹議員。９番大谷友

則議員。３番中村純也議員。 

●中村議長 投票漏れはありませんか。 

（ な    し ） 

●中村議長 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 これから、開票を行います。 
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 小笠原玄記議員及び後藤孝夫議員は、開票の立ち会いをお願いします。 

（ 小笠原玄記議員及び後藤孝夫議員が開票の立ち会いを行う ） 

（ 開    票 ） 

●中村議長 選挙の結果を報告します。 

 投票総数９票。 

 これは、先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 有効投票９票、無効投票は無しです。 

 有効投票のうち、坂口尚示議員７票、大崎英樹議員１票、大谷友則議員１票。 

 以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は、３票です。 

 したがって、坂口尚示議員が、副議長に当選されました。 

 議場の出入り口を開きます。 

（ 議場出入り口の開錠 ） 

 

◎ 当選の告知 

●中村議長 ただいま副議長に当選されました坂口尚示議員が、議場におられます。 

 会議規則第３３条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

 

◎ 副議長当選の承諾及び就任の挨拶 

●中村議長 副議長に当選されました坂口尚示議員から、発言を求められております

ので、これを許します。 

●坂口議員 ただいま、選挙におきまして、副議長に選任いただきました。 

 私にとりまして、身に余る光栄でありますとともに、身の引き締まる思いでありま

す。微力ではありますが、議長の命を受け、円滑な議会運営に努めてまいりたいと思

います。 

今、町が抱える諸問題について、町民の皆様とともに考え、ともに行動し、豊頃町

のさらなる発展のために努力する所存でありますので、御指導御協力をいただきます

ようお願い申し上げまして、就任の挨拶といたします。 

 

◎ 町長の挨拶 

●中村議長 ただいま町長から挨拶の申し出がありましたので、これを許します。 

 按田町長。 

●按田町長 ただいま、議長から発言のお許しをいただきましたので、一言御挨拶を

申し上げます。 
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このたびの豊頃町議会議員選挙におきまして、当選の栄に浴された議員各位には、

心からお喜びを申し上げます。 

 また、新たな議会構成として、議長に中村氏、副議長に坂口氏が就任され、新体制

のもと議会活動がスタートされますが、私から申し上げるまでもなく、議会と行政

は、立場は違えど独立自尊でございます。ともに我が町の発展と町民の暮らしを守る

など果たす役割は同じでございます。 

今、３年間続いたコロナが終息に向かい、そして物価高騰など一層厳しい社会情勢

の中、本町も多くの課題を抱え厳しい環境ではございますが、議員各位には議会の持

つ機能を十分に生かしながら、豊かな見識を持って論議を交わされ、そして未来のあ

る豊頃町の構築のために、さらなる御指導、御協力をよろしくお願い申し上げる次第

でございます。 

 結びになりますが、議員各位のますますの御健勝御活躍を心から念じ申し上げまし

て、簡単措辞ではありますが、私からの挨拶とさせていただきます。 

 これからどうぞよろしくお願いいたします。 

●中村議長 しばらく休憩します。 

午前１０時４３分 休憩 

午前１０時５０分 再開 

●中村議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎ 議席の指定 

●中村議長 追加日程第４ 議席の指定を行います。 

議席は、会議規則第４条第１項の規定により、お手元に配りました議席表のとお

り、議長において指定します。 

 議席番号と氏名を事務局長に朗読させます。 

山田事務局長。 

●山田事務局長 議席番号１番小笠原玄記議員。２番後藤孝夫議員。３番岩井明議

員。４番杉野好行議員。５番藤田博規議員。６番大崎英樹議員。７番大谷友則議員。

８番坂口尚示議員。９番中村純也議員。 

以上です。 

●中村議長 ただいま朗読しましたとおり議席を指定します。 

 議席が決まりましたので、それぞれ、ただいま指定しました議席にお着き願いま

す。 

 しばらく休憩します。 

午前１０時５１分 休憩 
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午前１１時１０分 再開 

●中村議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎ 常任委員の選任 

●中村議長 追加日程第５ 常任委員の選任を行います。 

 お諮りします。 

 常任委員の選任については、委員会条例第７条第２項の規定によって、お手元に配

りました名簿のとおり、総務文教常任委員に中村純也議員、大谷友則議員、大崎英樹

議員、杉野好行議員、後藤孝夫議員、小笠原玄記議員。産業厚生常任委員に中村純也

議員、坂口尚示議員、藤田博規議員、岩井明議員、後藤孝夫議員、小笠原玄記議員。 

 以上のとおり指名したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しましたとおり常任委員に選任することに決定しまし

た。 

●中村議長 議事の都合により、副議長と交替します。 

暫時休憩します。 

（ 休憩中に議長は９番議席に着席、議長席に副議長が着席 ） 

午前１１時１１分 休憩 

午前１１時１１分 再開 

●坂口副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎ 議長の常任委員辞任 

●坂口副議長 ここで、議長の常任委員辞任についてを議題とします。 

議長は、地方自治法第１１７条の規定により、除斥の対象になりますので退場を求

めます。 

（ 中村議長退場 ） 

 総務文教常任委員及び産業厚生常任委員に選任されました議長から、常任委員を辞

任したいとの申し出があります。 

 議長はその職責上、どの委員会にも出席する権限を有しているほか、可否同数の際

における裁決権など、議長固有の権限を有していることを考慮するとき、一箇の委員

会に委員として所属することは適当ではなく、また、行政実例でも議長については辞

任を認めているところでもありますので、総務文教常任委員及び産業厚生常任委員を
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辞任したいとするものです。 

 お諮りします。 

 議長からの申し出のとおり、常任委員の辞任について許可することに異議ありませ

んか。 

（ 異 議 な し ） 

●坂口副議長 異議なしと認めます。 

したがって、議長の総務文教常任委員及び産業厚生常任委員の辞任については、許

可することに決定しました。 

 議長の常任委員辞任の件が終了しましたので、議長と交替します。 

 暫時休憩します。 

（ 休憩中に副議長は自席に戻り、議長は入場し議長席に着席 ） 

午前１１時１３分 休憩 

午前１１時１４分 再開 

●中村議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

この際、しばらく休憩します。 

休憩中に、各常任委員会では委員会を開催し、常任委員長及び副委員長の互選を

行ってください。 

昼食を含めて、午後１時に再開したいと思います。 

午前１１時１５分 休憩 

午後 １時００分 再開 

●中村議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎ 常任委員長の互選 

●中村議長 諸般の報告を行います。 

休憩中に各常任委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の

報告が、議長の手元にまいりましたので報告いたします。 

 総務文教常任委員会の委員長に大谷友則議員、副委員長に大崎英樹議員。 

産業厚生常任委員会の委員長に岩井明議員、副委員長に藤田博規議員。 

以上のとおり互選された旨の報告がありました。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

◎ 議会運営委員の選任 

●中村議長 追加日程第６ 議会運営委員の選任を行います。 

 お諮りします。 
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 議会運営委員の選任については、委員会条例第７条第２項の規定によって、お手元

に配りました名簿のとおり、大谷友則議員、藤田博規議員、岩井明議員、後藤孝夫議

員。 

以上のとおり指名したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しましたとおり議会運営委員に選任することに決定しま

した。 

 この際、しばらく休憩します。 

 休憩中に、議会運営委員会では委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選を行っ

てください。 

午後 １時０１分 休憩 

午後 １時５０分 再開 

●中村議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎ 議会運営委員長の互選 

●中村議長 諸般の報告をします。 

 休憩中に議会運営委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果

の報告が、議長の手元にまいりましたので報告します。 

 議会運営委員会の委員長に藤田博規議員、副委員長に大谷友則議員。 

以上のとおり互選された旨の報告がありました。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

◎ 議会広報特別委員会設置に関する決議を日程に追加する件 

●中村議長 お諮りします。 

先ほど、藤田博規議員外３人から、議会広報特別委員会設置に関する決議が提出さ

れました。 

これを日程に追加し、追加日程第６の２として議題にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

したがって、議会広報特別委員会設置に関する決議を日程に追加し、追加日程第６

の２として、議題とすることに決定しました。 
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◎ 議会広報特別委員会設置に関する決議 

●中村議長 追加日程第６の２ 発議第２号議会広報特別委員会設置に関する決議を

議題にします。 

 本案について、提出理由の説明を求めます。 

 ５番藤田博規議員。 

●５番藤田議員 発議第２号。 

提出者、豊頃町議会議員藤田博規、賛成者、豊頃町議会議員大谷友則、同上岩井

明、同上後藤孝夫。 

 議会広報特別委員会設置に関する決議の提出について。 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。 

 議会広報特別委員会設置に関する決議。 

 次のとおり、議会広報特別委員会を設置するものとする。 

 記。 

 １、名称。議会広報特別委員会。 

 ２、設置の根拠。地方自治法第１０９条及び豊頃町議会委員会条例第５条。 

 ３、目的。本町議会の内容等を広く町民に知らしめるための調査研究及び議会広報

発行のため。 

 ４、委員の定数。４人。 

 ５、設置の期間。本特別委員会は、調査が終了するまで閉会中においても継続して

調査できるものとする。 

 ６、広報の発行。年４回定例会ごとに発行するものとする。 

 以上。 

●中村議長 これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから、発議第２号を採決します。 

 お諮りします。 

 藤田博規議員外３人から提出されました議会広報特別委員会設置に関する決議のと

おり、決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 
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●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第２号は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。 

午後 １時５３分 休憩 

午後 １時５５分 再開 

●中村議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎ 議会広報特別委員の選任 

●中村議長 お諮りします。 

 ただいま設置されました議会広報特別委員会の委員の選任については、委員会条例

第７条第２項の規定によって、お手元に配りました名簿のとおり、坂口尚示議員、杉

野好行議員、後藤孝夫議員、小笠原玄記議員。 

以上のとおり指名したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました４人の議員を議会広報特別委員に選任すること

に決定しました。 

 この際、しばらく休憩します。 

休憩中に、議会広報特別委員会では委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選を

行ってください。 

午後 １時５６分 休憩 

午後 ２時１５分 再開 

●中村議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎ 議会広報特別委員長の互選 

●中村議長 諸般の報告を行います。 

 休憩中に議会広報特別委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われ、その

結果の報告が、議長の手元にまいりましたので報告します。 

 議会広報特別委員会の委員長に杉野好行議員、副委員長に小笠原玄記議員。 

以上のとおり互選された旨の報告がありました。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

◎ 選挙第３号及び選挙第４号 
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●中村議長 追加日程第７ 選挙第３号とかち広域消防事務組合議会議員の選挙につ

いて及び追加日程第８ 選挙第４号十勝圏複合事務組合議会議員の選挙についてを、

一括議題とします。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選に

したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議長において指名推選することに決定しました。 

 暫時休憩します。 

午後 ２時１６分 休憩 

午後 ２時１９分 再開 

●中村議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

追加日程第７ 選挙第３号とかち広域消防事務組合議会議員に、私、議長の中村純

也を、追加日程第８ 選挙第４号十勝圏複合事務組合議会議員に、私、議長の中村純

也をそれぞれ指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま、議長が指名しました議員を、それぞれの一部事務組合議会の議員の当選

人と決定することに、御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま議長が指名しました議員を、それぞれの一部事務組合議会議

員の当選人とすることに決定しました。 

 

◎ 当選の告知 

●中村議長 ただいま、とかち広域消防事務組合議会議員及び十勝圏複合事務組合議

会議員に、それぞれ当選された議員が議場におります。 
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 本席から会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をします。 

 暫時休憩します。 

午後 ２時２０分 休憩 

午後 ２時２２分 再開 

●中村議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎ 同意案第２号 

●中村議長 追加日程第９ 同意案第２号豊頃町監査委員の選任についてを議題とし

ます。 

 後藤孝夫議員は、地方自治法第１１７条の規定により、除斥の対象になりますの

で、退場を求めます。 

（ 後藤議員退場 ） 

●中村議長 本件について提出者の説明を求めます。 

 按田町長。 

●按田町長 同意案第２号豊頃町監査委員の選任について、御説明をいたします。 

本案は、議会議員のうち、次の者を監査委員に選任いたしたく、地方自治法第１９

６条第１項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

氏名は後藤孝夫氏、住所は豊頃町茂岩末広町８６番地であります。 

以上でありますので、よろしく御同意賜りますようお願い申し上げます。 

●中村議長 説明が終わりました。 

お諮りします。 

 本件は人事案件につき、質疑及び討論を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、本件については、質疑及び討論を省略することに決定しました。 

 これから、同意案第２号を採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

 したがって、同意案第２号は、同意することに決定しました。 

 暫時休憩します。 

（ 休憩中に後藤議員は入場し、議席に着席 ） 
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午後 ２時２４分 休憩 

午後 ２時２５分 再開 

●中村議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎ 承認第３号 

●中村議長 追加日程第１０ 承認第３号専決処分の承認を求めることについてを議

題とします。 

本件について、提出理由の説明を求めます。 

熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 議案書１９ページを御覧ください。 

承認第３号専決処分の承認を求めることについて御説明いたします。 

 本案は、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、令和４年度豊頃町一般会計

補正予算（第１０号）を令和５年３月３０日専決処分いたしましたので、同条第３項

の規定に基づきこれを報告し、承認を求めるものであります。 

 一般会計補正予算書（第１０号）１ページを御覧ください。 

第１条、歳入歳出予算の補正は、地方譲与税、利子割交付金ほか歳入各款の額が確

定、歳出において道営農地整備事業負担金を精査するなど、既定の歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ９，７０３万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ７３億５４１万２，０００円と定めるものであります。 

補正の主な内容につきまして、歳入歳出事項別明細書により歳出から御説明いたし

ます。１４ページをお開き願います。 

２款総務費、１項総務管理費において、３目財産管理費に基金積立金１億１４０万

４，０００円を追加。 

５款農林水産業費、１項農業費において、４目道営事業費から道営農地整備事業負

担金４３６万７，０００円を減額。 

次に、歳入につきましては、８ページを御覧ください。 

２款地方譲与税、１項自動車重量譲与税から２８２万１，０００円を減額。 

２項地方揮発油譲与税に１３０万９，０００円を追加。 

３項森林環境譲与税に２２万４，０００円を追加。 

３款利子割交付金から６万９，０００円を減額。 

４款配当割交付金に２４万６，０００円を追加。 

５款株式等譲渡所得割交付金から７万３，０００円を減額。 

１０ページ、６款法人事業税交付金に３０５万３，０００円を追加。 

７款地方消費税交付金に７９万４，０００円を追加。 



－ 17 － 

８款自動車税環境性能割交付金から１２６万３，０００円を減額。 

９款地方特例交付金から４３万８，０００円を減額。 

１０款地方交付税において、普通交付税及び特別交付税合わせて９，３６７万７，

０００円を追加。 

１１款交通安全対策特別交付金に１２万８，０００円を追加。 

１２ページ、１２款分担金及び負担金、１項分担金から道営負担事業４３６万７，

０００円を減額。 

１７款寄附金にふるさと応援寄附金２０５万１，０００円を追加するなど、計３１

８万円を追加。 

２０款諸収入、５項雑入に道市町村振興協会交付金３４５万７，０００円を追加す

るものであります。 

以上でありますので、御承認くださるようよろしくお願いいたします。 

●中村議長 説明が終わりました。 

これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから、承認第３号を採決します。 

 お諮りします。 

本件は、これを承認することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

したがって、承認第３号は、承認することに決定しました。 

 

◎ 議案第２６号 

●中村議長 追加日程第１１ 議案第２６号損害賠償額の決定についてを議題としま

す。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 議案書１１ページを御覧ください。 

議案第２６号損害賠償額の決定について御説明いたします。 

 本案は、公用車の事故について事故の相手方との協議か整い、損害賠償額が決定し
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たことから、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものであ

ります。 

損害賠償の内容につきましては、１、事故発生日時、令和４年１２月２３日午前３

時１５分頃。 

２、事故発生場所、豊頃町茂岩新和町５１８番地先。 

３、事故の概要、除雪中の車両を後進させたとき、後方確認が不十分だったため北

海道管理の道路照明に接触し破損させたもの。 

４、事故の相手方、道路管理者、北海道知事鈴木直道。 

５、損害賠償額、１８２万６，０００円。 

以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●中村議長 説明が終わりました。 

これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２６号を採決します。 

 お諮りします。 

本案は、議案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２６号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第２３号 

●中村議長 追加日程第１２ 議案第２３号令和５年度豊頃町一般会計補正予算（第

１号）についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 議案第２３号令和５年度豊頃町一般会計補正予算（第１号）につい

て御説明いたします。 

一般会計補正予算書（第１号）、１ページを御覧ください。 

第１条、歳入歳出予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

億１５１万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５９億
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８，４５１万６，０００円と定めるものであります。 

補正の主な内容につきまして、歳入歳出事項別明細書により歳出から御説明いたし

ます。１０ページをお開き願います。 

２款総務費、１項総務管理費において、３目財産管理費に自動車事故賠償金１８２

万６，０００円を追加。 

３款民生費、２項児童福祉費において、４目児童措置費に低所得の子育て世帯生活

支援特別給付金５０万円を追加するなど、計５１万円を追加。 

７款土木費、２項道路橋梁費において、３目道路新設改良費に幌岡第３幹線改良舗

装工事１，５００万円、建設機械格納庫新築工事７，０００万円を追加するなど、計

８，９１８万円を追加。 

１２ページ、８款消防費、２項災害対策費において、１目災害対策費に大津地域津

波緊急避難場所避難路調査設計委託業務１，０００万円を追加。 

次に、歳入につきましては、８ページを御覧ください。 

１０款地方交付税、１項地方交付税に普通交付税１４８万７，０００円を追加。 

１４款国庫支出金、２項国庫補助金に社会資本整備総合交付金事業（道路）６，６

３９万３，０００円、防災・安全交付金（都市防災事業）７００万円を追加するな

ど、計７，３９０万３，０００円を追加。 

２０款諸収入、５項雑入に自動車損害保険金１８２万６，０００円を追加。 

２１款町債、１項町債に社会資本整備総合交付金事業（道路）２，１６０万円を追

加するなど、計２，４３０万円を追加。 

次に、第２表、地方債の補正につきましては、４ページ、第２表地方債補正を御覧

ください。 

過疎対策事業の限度額を１０億６，０８０万円に、公共事業等債の限度額を３，７

００万円に改め、地方債限度額の総額を１１億７，９８０万円に改め定めるものであ

ります。 

以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●中村議長 説明が終わりました。 

これから、質疑を行います。 

歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 

８ページをお開きください。 

１０款地方交付税。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 １４款国庫支出金。 

（ 質 疑 な し ） 
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●中村議長 ２０款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 ２１款町債。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます 

 次に歳出については、項ごとに質疑を受けます。 

 １０ページをお開きください。 

 ２款総務費、１項総務管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 ３款民生費、２項児童福祉費。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 ７款土木費、２項道路橋梁費、説明第１号及び説明第２号。 

越谷施設課長。 

●越谷施設課長 予算説明書１ページをお開き願います。 

 説明第１号町道整備工事の施工について御説明いたします。 

 本工事は、社会資本整備総合交付金事業により実施しており、ここ数年間予算の要

求額の半分に満たない配当額であったため、当初予算額を調整し計上しておりまし

た。しかし今年度の配当額が予測を超えたことから、工事費の予算額を増額し、令和

５年度において次のとおり町道整備工事を施工することとし、第７款土木費に計上し

たものでございます。 

 工事位置については次ページに施工位置図を添付しておりますのでご参照願いま

す。 

 １、工事概要について御説明いたします。 

 対図番号１ページ、事業区分、社会資本整備総合交付金事業、工事名、幌岡第３幹

線改良舗装工事、工事予算額、１，５００万円、工事内容、改良延長７８メートル、

幅員５．５メートルで継続事業であります。 

 ２、契約の方法については、指名競争入札を予定しております。 

 続きまして、予算説明書３ページをお開き願います。 

 説明第２号建設機械格納庫新築工事の施工について御説明いたします。 

 本工事も先ほどと同じく、社会資本整備総合交付金事業により実施しております。

今年度の配当額が予測を超えたことから、面積の大きい方の格納庫が新築可能となり

ましたので、工事予算額を増額するため、令和５年度において、次のとおり建設機械
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格納庫新築工事を施工することとし、第７款土木費に計上したものでございます。 

 １、工事概要について御説明いたします。 

 事業区分、社会資本整備総合交付金事業、工事名、建設機械格納庫新築工事、事業

区分及び工事名に変更はございません。 

次に工事予算額、変更前１億１，０００万円を、変更後７，０００万円増額し、１

億８，０００万円としています。 

工事内容、変更前は格納庫新築工事の面積２１９．４平方メートルを、変更後面積

４３５．７６平方メートルとするものであります。 

なお、新規事業であります。 

工事位置及び平面図については、次ページ以降に添付してございますのでご参照願

います。 

２、契約の方法については指名競争入札を予定しております。 

以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●中村議長 説明が終わりました。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 １２ページ、８款消防費、２項災害対策費。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 次に４ページ、第２表地方債補正について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２３号を採決します。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 
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したがって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第２４号 

●中村議長 追加日程第１３ 議案第２４号豊頃町税条例の一部改正についてを議題

とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 加藤住民課長。 

●加藤住民課長 議案第２４号豊頃町税条例の一部改正について御説明申し上げま

す。 

 本案につきましては、別紙、議案説明書により御説明いたします。議案説明書１

ページ、説明第１号を御覧ください。 

初めに、改正の趣旨でありますが、本案につきましては、森林環境税法の施行等に

伴う税制上の措置を講ずること等、地方税法等の一部を改正する法律、令和５年法律

第１号ほか関係する政省令等が令和５年３月３１日に公布されたことに伴い、本町税

条例の一部を改正するものであります。 

次に、主な改正内容につきまして御説明いたします。 

１ページ、第３４条の９第２項、第３８条第１項、第３項、第４１条、第４４条第

１項、第２項、第３項、第５項、第６項、２ページ、第４７条第１項、第２項、第４

７条の２第１項、第２項、第４７条の６第１項、第２項については、森林環境税及び

森林環境譲与税に関する法律の施行に伴い、関係法令が改正されたことに伴う改正で

あります。 

次に１ページに戻りまして、第３６条の３の２第２項、２ページ、第４６条、第４

８条第１項、第５項、第５０条第１項、第２項、第９８条第１項、第５項、第１０１

条第１項については、様式の新設又は様式の簡素化に伴う法律改正に伴う改正であり

ます。 

１ページに戻りまして、第３６条の３の２第３項、第４項、第５項、第６項、３

ページ、附則第１０条の２については、法律改正に伴う項ずれの整備であります。 

次に２ページ、第８２条第１号エについては、ミニカー区分から３輪以上の特定小

型原動機付き自転車を除外する規則改正に伴う改正であります。 

次に附則第８条第１項については、肉用牛の売却による町民税の課税の特例の適用

期限を令和９年度まで延長する法律改正に併せた改正であります。 

次に附則第１０条については、令和３年度改正における法附則第６４条を削る改正

規定の施行に伴う改正です。 

続きまして３ページ、附則第１５の２、附則第１５条の６第３項については、軽自



－ 23 － 

動車税の環境性能割の臨時的軽減措置に係る規定を削除する法律改正に合わせ、改正

するものです。 

次に附則第１５条２の２第４項、附則第１６条の２第３項については、軽自動車税

の環境性能割及び種別割において不正を行った自動車メーカーを納税義務者とみなし

て、納税不足額を徴収する際に加算する割合を変更する法律改正に併せて改正するも

のです。 

次に附則１６条については、軽自動車税種別割の軽課について、特例の期限を延長

する法律改正に併せた改正及び項ずれの整備をを行うものであります。 

次に附則第１６条の２第１項については、附則第１６条の改正に伴う規定の整備で

あります。 

次に附則第１７条の２第１項、第２項については、優良住宅地の造成等のために土

地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例の適用期限を、令和５

年度から令和８年度に延長する法律改正に併せて改正するものであります。 

なお、附則としまして、第１条には施行期日を、第２条には町民税に関する経過措

置を、第３条には固定資産税に関する経過措置を、第４条には軽自動車税に関する経

過措置をそれぞれ規定しております。 

以上でありますので、御審議くださるようお願いいたします。 

●中村議長 説明が終わりました。 

これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２４号を採決します。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２４号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第２５号 

●中村議長 追加日程第１４ 議案第２５号豊頃町国民健康保険税条例の一部改正に

ついてを議題とします。 
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 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 加藤住民課長。 

●加藤住民課長 議案第２５号豊頃町国民健康保険税条例の一部改正について御説明

申し上げます。 

 本案につきましても、別紙、議案説明書により御説明いたします。 

議案説明書５ページ、説明第２号を御覧ください。 

 初めに、改正の趣旨でありますが、本案につきましては、国民健康保険制度におけ

る被保険者間の保険税負担の公平の確保及び中・低所得層の保険税負担の軽減を図る

ため、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和５年３月３１日に公布されたこと

に伴い、本町の国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。 

改正内容についてでありますが、第２条第３項の改正につきましては、後期高齢者

支援金等課税額の限度額を現行の２０万円から２２万円に引き上げるもので、基礎課

税額の限度額６５万円、介護納付金課税額の限度額１７万円を合わせて合計１０２万

円から１０４万円と２万円引き上げとなります。 

次に、第２３条第１項の改正につきましては、軽減判定所得の基準額を５割軽減で

現行の２８万５，０００円から２９万円に、２割軽減で現行の５２万円から５３万

５，０００円に改正するものであります。 

次に、第２３条の２につきましては、次に説明します条例第２４条の２の改正に伴

う規定の整備です。 

第２４条の２第２項、附則第２項、第３項、第４項、第６項、第７項、第８項、第

９項、第１２項、第１３項については、対応する法令の規定の書きぶりと合わせるも

のであります。 

適用期日につきましては、いずれも令和５年４月１日であります。 

なお、附則として、第１項には施行期日を、第２項には適用区分を規定しておりま

す。 

また、本改正案は、本年２月２日開催の豊頃町国民健康保険運営協議会に諮問し、

同日改正案どおり答申されておりますことを申し添え御報告させていただきます。 

以上でありますので、御審議くださるようお願いいたします。 

●中村議長 説明が終わりました。 

これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 
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●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２５号を採決します。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２５号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第２７号 

●中村議長 追加日程第１５ 議案第２７号工事請負契約の締結についてを議題とし

ます。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 議案書１３ページを御覧ください。 

議案第２７号工事請負契約の締結について御説明いたします。 

 このたび、豊頃小学校改修工事（建築主体工事）の請負契約を締結することについ

て、豊頃町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

規定により、予定価格が５，０００万円以上であることから議会の議決を求めるもの

であります。 

 １、工事名、豊頃小学校改修工事（建築主体工事）。 

 ２、契約の方法、制限付一般競争入札であり、４月１９日に執行しています。 

 ３、契約の金額、５億６８８万円。内消費税等相当額４，６０８万円。 

 ４、契約の相手方、岩田地崎・萩原・大進特定建設工事共同企業体。代表者、札幌

市中央区北２条東１７丁目２番地、岩田地崎建設株式会社、代表取締役社長、岩田圭

剛。構成員、帯広市東７条南８丁目２番地、萩原建設工業株式会社、代表取締役社

長、萩原一利。構成員、豊頃町茂岩末広町２００番地６、有限会社大進建設、代表取

締役、松原敏行。 

 なお、工期につきましては、契約日から令和６年２月１５日までとなっておりま

す。 

以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●中村議長 説明が終わりました。 

これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●中村議長 質疑なしと認めます。 
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 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２７号を採決します。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２７号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第２８号 

●中村議長 追加日程第１６ 議案第２８号工事請負契約の締結についてを議題とし

ます。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 議案書１５ページを御覧ください。 

議案第２８号工事請負契約の締結について御説明いたします。 

 このたび、豊頃小学校改修工事（電気設備工事）の請負契約を締結することについ

て、豊頃町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

規定により、予定価格が５，０００万円以上であることから議会の議決を求めるもの

であります。 

 １、工事名、豊頃小学校改修工事（電気設備工事）。 

 ２、契約の方法、制限付一般競争入札であり、４月１９日に執行しています。 

 ３、契約の金額、９，５７０万円。内消費税等相当額８７０万円。 

 ４、契約の相手方、大昭・竹田・薄井特定建設工事共同企業体。代表者、帯広市西

９条北３丁目３番地、大昭電気工業株式会社、代表取締役、出村哲教。構成員、浦幌

町字宝町１７番地、竹田電気株式会社、代表取締役、竹田悦郎。構成員、豊頃町茂岩

新和町１１２番地、薄井電気有限会社、代表取締役、薄井正人。 

 なお、工期につきましては、契約日から令和６年２月１５日までとなっておりま

す。 

以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●中村議長 説明が終わりました。 

これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 
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●中村議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２８号を採決します。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２８号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第２９号 

●中村議長 追加日程第１７ 議案第２９号工事請負契約の締結についてを議題とし

ます。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 議案書１７ページを御覧ください。 

議案第２９号工事請負契約の締結について御説明いたします。 

 このたび、豊頃小学校改修工事（機械設備工事）の請負契約を締結することについ

て、豊頃町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

規定により、予定価格が５，０００万円以上であることから議会の議決を求めるもの

であります。 

 １、工事名、豊頃小学校改修工事（機械設備工事）。 

 ２、契約の方法、制限付一般競争入札であり、４月１９日に執行しています。 

 ３、契約の金額、２億６８０万円。内消費税等相当額１，８８０万円。 

 ４、契約の相手方、フジ・笹原・門特定建設工事共同企業体。代表者、帯広市西２

０条北１丁目６番７号、フジ暖房工業株式会社、代表取締役社長、西藤博行。構成

員、幕別町錦町６５番地、株式会社笹原商産、代表取締役、笹原早苗。構成員、豊頃

町茂岩新和町１０３番地、門工業株式会社、代表取締役社長、澁佐圭。 

 なお、工期につきましては、契約日から令和６年２月１５日までとなっておりま

す。 

以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●中村議長 説明が終わりました。 

これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 



－ 28 － 

 ４番杉野議員。 

●４番杉野議員 議案の２７号２８号２９号、３つの議案に分かれているわけであり

ますけれども、工事名については豊頃小学校改修工事、同じ工事名の中で執行される

形になります。当初予算との差異もしくはこの契約によって我が町にどのくらいの利

点があるのか、それを説明していただけますか。 

●中村議長 森教育課長。 

●森教育課長 私から御答弁申し上げます。 

 この３本の契約に伴いまして、当初予算からお示しさせていただいた予算執行残の

合計額につきましては、およそ２，０００万円ほどとなってございます。 

●中村議長 ほかに質疑はありませんか。 

これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●中村議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２９号を採決します。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２９号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 閉会中の所掌事務調査の申し出を日程に追加する件 

●中村議長 お諮りします。 

先ほど、議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配りま

した申出書のとおり閉会中の所掌事務調査の申し出がありました。 

これを日程に追加し、追加日程第１８として、議題にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

したがって、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の申し出の件を日程に追加

し、追加日程第１８として議題とすることに決定しました。 

 

◎ 閉会中の所掌事務調査の申し出 

●中村議長 追加日程第１８ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の申し出の件
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を議題とします。 

 お諮りします。 

 本件は、議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の所掌事務調査とすること

に御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●中村議長 異議なしと認めます。 

したがって、議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の所掌事務調査とする

ことに決定しました。 

 

◎ 閉議宣告 

●中村議長 これで、本日の日程は全て終了しました。 

 会議を閉じます。 

 

◎ 閉会宣告 

●中村議長 これをもって、令和５年第１回豊頃町議会臨時会を閉会します。 

 

午後 ３時０４分 閉会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名します。 

 

 

   議  長 

 

 

 

   臨時議長 

 

 

 

   署名議員 

 

 

 

   署名議員  

 


